
 

 
 

 

 

の 提 供 が          さ れ ま す ！ 

「障害者差別解消法」ってどんな法律？ 

●

「合理的配慮」の提供とは？ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★☆改正障害者差別解消法に関する 問合せ先☆★ 
 

 

 

 

 

 

２０２４年１月 第２９５号 
会社・お店の 
＜福利厚生＞は 
『ゆとりーと共済』に 

ゆとりーと共済事務局 

℡ 06-4309-2315 
 

編集・発行 東大阪市荒本北１丁目１番１号 東大阪市役所 都市魅力産業スポーツ部 

             労働雇用政策室  TEL 06-4309-3178 FAX 06-4309-3846 

障害者差別解消法が変わります！ 

事 業 主 の み な さ ま へ 

１ 令和６年４月１日から 

福祉部障害者支援室障害施策推進課  Mail:shogaishisaku@city.higashiosaka.lg.jp 

電話:０６-４３０９-３１８３ FAX:０６-４３０９-３８１５ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

☆ ★ ☆ 申 込 み ・ 問 合 せ 先 ☆ ★ ☆ 

 
 

 
 

 

開 催 の お 知 ら せ 企業採用担当者向けセミナー ２ 



 

 

  

  最低賃金に関する特設サイトはこちら 👉👉👉  

  ★☆最低賃金に関する 問合せ先☆★ 
    
 

 

 

 

 
 

◆ 大 阪 府 最 低 賃 金 の お 知 ら せ ◆ ３ 

大阪労働局労働基準部賃金課  TEL ０６-６９４９-６５０２ 

東 大 阪 労 働 基 準 監 督 署  TEL ０６-７７１３-２０２５ 



 
 

 

 

  

 

 

東大阪労働基準協会、社会保険労務士会大阪東支部、東大阪労働基準監督署、東大阪市主催によるセミナー

を実施します。『実務に役立つセミナー』として、多方面の情報をお伝えしたいと考えておりますので、人事・労務・総務担

当のみなさん、ご興味のある日程でお申し込み・ご参加ください。 

日 時 

会 場 

時限 

13:15 

①13:30～15:00 

②15:10～16:40 

①13:30～15:00 

②15:10～16:40 

①13:30～15:00 
 

②15:10～16:40 

 

 

 

 

～身近な『労務管理上の諸問題』に対処いただくために～ 

開 催 の ご 案 内ぜひお申し込みを！参加費無料★☆彡 

 連  続  労  務  管  理   ミ ナ — セ 

４ 

 


